
 



はじ めに  

近年、 医療技術の進歩等を背景と し て、 小児医療の救命率が上

昇する一方で、 日常的にたんの吸引や経管栄養等の医療的ケアが

必要なお子さ んが増加し ています。  

県では、 こ う いっ たお子さ んがいるご家庭の状況を把握するた

め、 平成30年度に、 県内のご家庭を対象と し たアンケート 調査を

実施いたし まし た。  

ご家庭から の回答では、 お子さ んの介護から 離れるこ と が出来

ない生活について、 切実な声を多く お寄せいただきまし た。  

県では、 こ う いっ た声を 受け、 保護者の皆様の負担を軽減する

ため、 様々な施策に取り 組んでおり ますが、 アンケート 調査にお

いて、 支援策等の情報が分から ない、 ご家族の元に届かないと い

っ た声も 複数いただいたと こ ろ です。  

こ のよう なご要望を受けまし て、 こ の度、 医療的ケアが必要な

お子さ んのいるご家庭が活用でき そう な情報や支援策を 、 ガイ ド

ブッ ク と し て取り まと めまし た。  

ご家族の皆さ んが、ご自宅で安心し て楽し く 生活を 送るために、

少し でも こ のガイ ド ブッ ク がお役に立てれば幸いです。  

なお、 こ のガイ ド ブッ ク の作成に当たり 、 関係する方々から ご

助言・ ご提案等をいただき まし た。 こ の場をお借り し て、 関係者

の皆様に心より 感謝申し 上げます。  

 

令和２ 年６ 月 

山形県健康福祉部障がい福祉課 
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Ⅱ 医療費助成制度を 活用し まし ょ う  

Ⅲ 様々な手当について  

Ⅳ 暮ら し を 支えるさ まざまな制度 
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難病に関する相談や、 情

報提供、 出張相談会など、

安定し た療育生活の支援

を行います。

新生児への家庭訪問、 乳

幼児健診など母子保健

サービスや、 発育・ 発達、

療育などを担当する相談

窓口です。

手帳の申請、 医療費や

手当などの助成、 サー

ビスの利用申請などを

担当する窓口です。

母子保健サービス、 小児慢

性特定疾患等難病のお子さ

んの相談、 発達障がい支援

などを担当する窓口です。

さ まざなな問題の相談対応

や必要な指導、 療育手帳の

判定などを行う と こ ろ です。

生活保護、 児童福祉、

ひと り 親家庭の支援な

どの相談窓口です。

〇支援サービスの体系図 ～用語の説明～

令和３ 年９ 月、 医療的ケア児の健やかな成⾧ と 、 その家族の離職を 防止し 、 安心し て子

ども を生み、 育てるこ と ができる社会の実現を目的と し て、 「 医療的ケア児及びその家族

に対する支援に関する法律」 が施行さ れまし た。 こ の法律では、 医療的ケア児及びその家

族に対する支援に関し 、 国や地方公共団体等の責務が明文化さ れています。 山形県はこ れ

までも 、 医療的ケアの必要な方々に対する支援策を様々検討し てまいり まし たと こ ろ 、 令

和４ 年度、 相談や支援の中核機関と し て新たに「 山形県医療的ケア児等支援センタ ー」 を

開設し まし た。 （ 関連コ ラ ム→P27）

身体障がい者の専門相談・

巡回相談、 身体障がい者手

帳の判定などを行います。

障がい児の医療療育相

談機関で、 専門外来や

リ ハビリ 、 発達相談な

どを行います。

医療的ケア児が地域で安

心し て暮ら し ていけるよ

う 、 各種サービスや支援

を総合調整（ コ ーディ

ネート ） する方のこ と で

す。

療育手帳

精神障害者

保健福祉手帳

身体障害者手帳

医療的ケア児やその家族、

その他関係者に対し 、 専

門相談、 情報提供、 助言

その他の支援を行います。



就学中の障がいのある児童を対象

に、 放課後などに通所により 生活

能力向上の訓練などを行います。

障がいのある児童を入所さ せて、

保護、 日常生活の指導及び自立

し た生活に必要な知識や技能の

付与を行う 施設です。 「 福祉

型」 と 「 医療型」 があり ます。

障害福祉サービスなどの利用計

画の作成を行います。

通所により 、 心身の発達に心配のある

お子さ んと 家族を支援し ます。

NPO団体等により 、 障がいがあ

る方などに対する登録制の送迎

サービスです。

タ ク シー会社により 、 障がいあ

る方の外出をサポート し てく れ

るサービスで、 介助付きサービ

スや、 ド ラ イ バー派遣などがあ

り ます。

お金に関すること

医療に関すること 暮らしを支えるサービス

身体に障がいのある方に対し 、

身体の機能を補助・ 補完するた

めの道具を支給等する制度です。

障がいのある方の日常生活をサ

ポート するための道具を支給・

貸与し ます。

病院で行われる、 日中一時預か

り の制度です。

自宅での食事・ 入浴などの生活支

援、 見守り などを行います。

自宅で入浴するこ と が困難な

方に対し て、 ヘルパー等が訪

問し て、 入浴の支援を行いま

す。

預け先

自宅での医療的ケア、 医療物品の

管理、 生活や子育ての相談も 行い

ます。

訪問サービス

医療費の助成

手当

道具の給付

障がいのある児童の預かり サービス

を行う と こ ろで、 「 福祉型」 と 「 医

療型」 があり ます。

市町村が地域の実情に応じ

て行う 、 障がいをお持ちの

方の日中の預かり サービス

です。

車椅子の使用に配慮し た自動車

への改造や、 車椅子の使用に配

慮し た自動車を購入し た場合の

助成制度です。

通所



 

３~４か月児

８~９か月児

１歳６か月児

３歳児

就学前

　　視覚障がい特別支援学校

　　聴覚障がい特別支援学校
　     （※学校によって設置されている学部に違いがあります。詳しくはP31を　      　       ご覧ください。）

　　知的障がい特別支援学校
　       （※学校によって設置されている学部等に違い       　　　があります。詳しくはP

　　肢体不自由特別支援学校

  保育園

  幼稚園 等

小学校

（特別支援学級含）

学童保育

福祉

こども医療
療育センター

保育・教育

　　病弱特別支援学校
　　（※学校によって設置されている学部等に違いが　　　　　　　あります。詳しくはP

医療

６歳

〇障がい種別ごとの主な支援内容 全体図

乳幼児健診

障がいの種別

視覚障がい

聴覚障がい

知的障がい

肢体不自由

病弱

１２歳

小学部幼稚部

小学部

幼稚部 小学部

小学部

訪問教育

訪問教育

新生児聴覚

スクリーニング検査

障がい児 福祉支援

児童発達支援 放課後等デイサービス

訪問看護・居宅介護・

障がい児入所施設

新生児マススクリーニング

胆道閉鎖症スクリーニング

幼稚部 小学部

検査・診断・診療

訪問看護ステーション

児童発達支援部門 生活介護部門

外来診療部門・リハビリテーション部門・

医療型障がい児入所施設部門・

山形県発達障がい者支援センター （相談支援・発達支援・

相談支援

訪問教育



進学・就職

を　      　       ご覧ください。）

（※学校によって設置されている学部等に違い       　　　があります。詳しくはP31をご覧ください。）

中学校

(特別支援学級含)
高等学校

　　（※学校によって設置されている学部等に違いが　　　　　　　あります。詳しくはP31をご覧ください。）

１５歳 １８歳

中学部 高等部 専攻科

中学部 高等部

中学部 高等部

中学部 高等部

障がい者 福祉支援

生活介護

障がい者支援施設・グループホーム

自立訓練・就労継続支援・就労移行支援

中学部 高等部
就労支援

ハローワーク

山形県障害者職業センター

就業・生活支援センター

障害者相談支援センター

国立職業リハビリテーション

センターでの職業訓練

訪問入浴・短期入所（日中一時支援）

障がい児入所施設

生活介護部門

短期入所事業・日中一時支援事業
療養介護部門

訪問看護ステーション

（相談支援・発達支援・就労支援）

相談支援

検査・診断・診療

放課後等デイサービス

障がい児 福祉支援

訪問教育

訪問教育



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 身体障害者手帳 
 

 身体に障がいのある方に対して交付される手帳です。15 歳未満のお子さんについては、

保護者の方の申請に基づいて、身体障がい者更生相談所が判定し、山形県知事又は山形市長

が交付します（山形市にお住まいの方については山形市長が交付。） 
 

【窓 口】お住まいの市町村障がい福祉担当課 

【対象者】視覚・聴覚・平衡機能・音声・言語・そしゃく・肢体不自由（上肢、下肢、体幹 
など）・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓等の機能に永続 
的な障がいが認められる方 

【区 分】障がいの程度により１～６級に区分されます。 

 

 

□交付申請書  

□印鑑 

□指定医による診断書 

       □本人の顔写真  

       □申請者の本人確認書類  

     □マイナンバーの確認できるもの 

 

 

そもそも… 

 

例えば… 

申請に必要な書類等 
 



２ 療育手帳 
知的障がいのある方に対して交付される手帳です。18 歳未満のお子さんについては、保

護者の方の申請に基づいて、児童相談所が交付の可否や障がいの程度についての判定を行い、

山形県知事が交付します。 
 

【窓 口】お住まいの市町村障がい福祉担当課 

【対象者】児童相談所で知的障がいであると判定された方 

     

【区 分】 ・A…重度  ・B…中軽度 

 

□交付申請書  

□印鑑 

□母子手帳         

       □本人の顔写真  

        □申請者の本人確認書類  

 

３ 精神障害者保健福祉手帳 
精神障がいの状態にあると診断された方に交付される手帳です。18 歳未満のお子さんに

ついては、保護者の方の申請に基づいて、精神保健福祉センターが判定し、山形県知事が交

付します。すべての精神障がいが対象となりますが、知的障がいのみの場合は対象となりま

せん（療育手帳の対象となります。）。逆に、知的障がいと発達障がい両方を有している場合

は、両方の手帳を受けることができます。 
 

【窓 口】お住まいの市町村障がい福祉担当課 

【対象者】・精神障がいのために、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方 
（例：てんかん、高次機能障がい、発達障がい（自閉症、学習障がいなど）、うつ病など） 

     ・初診から６か月以上が経過している方 

【区 分】障がいの程度により１～３級に区分されます。 

 

□交付申請書

□印鑑 

       □診断書  

       □精神障がいを支給事由とする障害年金の証書等  

       □本人の顔写真  

 □申請者の本人確認書類  

□マイナンバーの確認できるもの 

       

 

どちらか 

申請に必要な書類等 
 

【更 新】２年ごとに更新手続きが必要です。有効期限の３か月前から更新申請できます。 

申請に必要な書類等 
 



  

 

 医療費負担を軽減するために、医療費助成制度を活用しましょう。お子さんの年齢やご家

族の所得によって助成の範囲が違っていたり、複数の制度を組み合わせることができる場合

もありますので、どの制度を利用できるのか、主治医やかかりつけの病院の医療ソーシャル

ワーカー、またはお住まいの市町村の福祉医療担当課にお問い合わせください。 

  

 

 

 

 
【実 施】全市町村 
 

【窓 口】お住まいの市町村福祉医療担当課 
 

【内 容】市町村窓口で交付された受給者証を医療機関窓口で提示することで、

保険対象の医療費の自己負担分について助成を受けられます。 

ただし、県外の医療機関を受診した場合は、領収書等を持参し、市町村窓口で、 

事後に金銭による給付を申請する必要があります。 

 

【対象者】次のいずれかに該当する方 

・ 身体障害者手帳1・2級の所持者 

・ 療育手帳Ａ判定の所持者 

・ 身体障害者手帳３級かつ療育手帳Ｂ判定の所持者 

・ 精神障害者保健福祉手帳１級の所持者 

・ 特別児童扶養手当１級の受給対象児 

 
 

【申 請】□申請書       □各障害者手帳 

□健康保険証     □印鑑 

□申請者の本人確認書類  

□マイナンバーの確認できるもの 

 

【自 己 負 担】扶養義務者の所得税が課税されている場合には、医療費の１割の負担があります。 

ただし、医療機関等ごとに次の額を限度とします。 

○入院外（保険薬局、訪問看護も含む）14,000円／月（１年間の上限額144,000円） 

○入 院 57,600円／月 

（過去12か月に３回以上上限まで支払った場合の、４回目以降の上限額 44,400円） 

医療制度を活用するメリット 

医療費の自己負担が、制度により無料または１割負担になるなどの軽減を受けられます。 

１ 重度心身障がい児・者医療 



【実 施】全市町村 
 

【窓 口】お住いの市町村育成医療担当課 
 

【対象者】 

 

 

 

 
【申 請】□支給認定申請書    □指定医療機関の意見書 

□健康保険証      □印鑑 

□申請者の本人確認書類

□マイナンバーの確認できるもの 

 

【自 己 負 担】医療機関での自己負担は原則として医療費の１割負担となります。 

ただし、所得に応じて自己負担の上限額が定められています。 
 
 

【実 施】山形県、山形市  
 

【窓 口】山形県：お住まいの市町村を管轄する各保健所の子ども家庭支援課 

     山形市：山形市母子保健課（山形市保健所内） 
 
【対象者】Ｐ9 の対象疾病等にかかっており、疾病ごとの認定基準に該当する 18 才未満の

お子さん。ただし 18 歳になる時点で本事業の対象となっており、引き続き治療

が必要な場合は、20 歳未満まで対象となります。  
 

【申 請】□申請書（小児慢性特定疾病医療費支給申請書） 

□医師の意見書（小児慢性特定疾病医療意見書） 

□健康保険被保険者証の写し（※） 

□市町村民税所得課税証明書（※） 

□マイナンバーカードや住民票等（※） 

 

□医療意見書の研究等への利用についての同意書 

○視覚障がい    ○聴覚・平衡機能障がい  ○音声・言語・そしゃく機能障がい 

○肢体不自由    ○心臓機能障がい     ○腎臓機能障がい 

○小腸機能障がい  ○その他内臓機能障がい  ○免疫機能障がい 

 

 

３ 小児慢性特定疾病医療費助成事業 

２ 自立支援医療（育成医療） 

・県内に居住する身体に障がいのある１８歳未満のお子さん 

・障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと 

認められる疾患がある１８歳未満のお子さんで、 

手術等により確実な治療効果が期待できる方 



□保険者からの情報提供についての同意書 

□重症患者認定申告書（該当者のみ）  

□人工呼吸器等装着者証明書（該当者のみ） 

□特定疾病療養受療証の写し（該当者のみ） 

□お子さんと同じ保険に加入する世帯員の小児慢性特定疾病や指定難病の 

受給者証の写し（該当者のみ） 

 

【対象疾患】具体的な疾病名・認定基準については各窓口にお問い合わせください。 

対象疾患群 主な疾病名 

１ 悪性新生物 前駆 B 細胞急性リンパ性白血病、髄芽腫 

２ 慢性腎疾患 ネフローゼ症候群、IgA 腎症 

３ 慢性呼吸器疾患 気管支喘息、気道狭窄 

４ 慢性心疾患 ファロー四徴症、心室中隔欠損症 

５ 内分泌疾患 成長ホルモン分泌不全性低身長症、バセドウ病 

６ 膠原病 全身性エリテマトーデス、若年性特発性関節炎 

７ 糖尿病 １型糖尿病、２型糖尿病 

８ 先天性代謝異常 フェニルケトン尿症、シトリン欠損症 

９ 血液疾患 血友病、再生不良性貧血 

10 免疫疾患 慢性移植片対宿主病、後天性免疫不全症候群 

11 神経・筋疾患 点頭てんかん（ウエスト症候群）、もやもや病 

12 慢性消化器疾患 潰瘍性大腸炎、胆道閉鎖症 

13 染色体又は遺伝子に変化を伴う 

症候群 

18 トリソミー症候群、ダウン症候群 

14 皮膚疾患 色素性乾皮症、表皮水疱症 

15 骨系統疾患 軟骨無形成症、骨形成不全症 

16 脈管系疾患 巨大静脈奇形、リンパ管腫 

 
 
【自 己 負 担】〇ご家族の所得等に応じて費用の一部は自己負担となります。 

〇重症患者及び人工呼吸器装着者に認定された方は、自己負担額が軽減されます。 

〇入院時の食事療養費については、半額分のみ自己負担となります。（血友病、 

 生活保護の方については、自己負担はありません。） 

 



 

 
 

【実 施】山形県 
 

【窓 口】お住まいの市町村を管轄する県の各保健所 

（山形市にお住まいの方は村山保健所） 
 

【内 容】指定難病及び指定難病に伴って現れる傷病に対する医療費を助成します。 
 

【対象者】指定難病で、疾病ごとの認定基準に該当する方。 

 

 

 

 

 

【申 請】□特定医療費（指定難病）支給認定申請書 

□難病指定医が記入した臨床調査個人票 

□住民票謄本 

□健康保険証の写し  

     ・被用者保険に加入している場合は、患者本人と被保険者の分 

       ・国民健康保険等に加入している場合は、患者本人及び患者本人と同一保険

に加入している世帯員全員分 

□市町村民税所得課税証明書 

 

 

 

□同意書

□マイナンバーカードや住民票等 

 

【自 己 負 担】〇医療費の自己負担は、医療費総額の2割となります。 

      なお、支給認定基準世帯の市町村民税所得割額に応じ、月ごとの自己負担の上 

      限額が決定されます。 

     〇入院時の食事療養費、治療用装具など診療報酬で算定できないものは、助成の 

対象となりませんのでご注意ください。 

指定難病は、令和３年11月時点で 338 疾病 あります。 

詳しくは、山形県HPをご覧ください。 

 

４ 指定難病医療費助成制度 



  

１ 特別児童扶養手当  
【実 施】全市町村 
 

【窓 口】お住まいの市町村障がい福祉担当課 
 

【対象者】以下の条件を満たし、20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で  

監護、養育している方（父母等） 

・ 障がいの状態が基準を満たしている 

・ 施設に入所していない 

・ 公的年金を受給していない 
 

【支給額】月額  １級  ５2,500円  ２級  ３4,970円 （令和２年４月～） 

 

 

□所定の診断書     □戸籍謄本     □住民票謄本 

□申請者名義の通帳   □印鑑       □申請者の本人確認書類  

□申請者、配偶者、児童のマイナンバーが確認できるもの 

 

※市町村によって、必要となる書類が異なる場合があります。詳しくは窓口にお問い合わせください。 
 

【所得制限】本人や扶養義務者の所得が基準を超えた場合には支給が停止されます。 

 

２ 障害児福祉手当  
【実 施】全市町村 
 

【窓 口】お住まいの市町村障がい福祉担当課 
 

【対象者】重度の障がいをお持ちで、常時介護を必要とする20歳未満のお子さん本人 

※ 
 

【支給額】月額 14,850円（令和４年４月現在） 
※ 

 

【支給月】2・5・8・11月 

 

３ 重度心身障がい児福祉手当  
   市町村ごとに独自に設けている場合があります。（→詳しくはP57） 

 

 

申請に必要な書類等 

 



 

 

 

 

 

リ ハビリ テーショ ンと は、 病気や外傷、 生まれつき などの原因により 、 心身の障

がいや生活上の支障が生じ たと き に、 より よい機能を 獲得し 、 豊かに生活でき る よ

う 、 医学的・ 社会的・ 教育的・ 職業的な各手段を 組み合わせて実行する 過程を いい

ます。  

お子さ んのリ ハビリ の一番の目的は、 成長を支援するこ と です。 また、 効果的に 

実施するためには、 多数の専門職が連携し て総合的にアプローチする こ と が必要と

さ れており 、 専門職と し ては理学療法士・ 作業療法士・ 言語聴覚士などがいます。  

 自宅での訪問リ ハビリ のほか、 療育施設や病院などに通っ て支援を 受ける方法が

あり ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ ハビリ の専門職（ 支援者）  

〇作業療法士（ OＴ ）  

 日常生活を スムーズに送るために必要な機能の獲得などを 目的に、 作業

（ 食事を する・ 顔を洗う ・ 着替える・ 入浴するなど） を通し て、 自立し た

生活への支援を 行います。 理学療法士が体の大き な動き のリ ハビリ を 行う

のに対し て、 作業療法士は手の動作や指の細かい動作などのリ ハビリ を行

う 場合が多いです。  

 子ども の場合は、 運動機能や認知機能の発達段階に合わせ、 上肢機能・

基本動作能力の向上や、 摂食・ 嚥下機能の獲得、 認知機能の向上、 感覚統

合機能の向上、 自助具・ 福祉用具の適合、 環境調整などを 行います。  

 

〇理学療法士（ Ｐ Ｔ ）  

基本動作能力（ 座る 、 立つ、 歩く など） の回復や維持、 およ び障がい

の悪化の予防を 目的に、 運動療法や物理療法などを 用いて、 安定し て日

常生活が送れるよう に支援を行います。  

子ども の場合は、 基本的に運動機能の発達段階に合わせ、 姿勢を 保つ

よう な活動や自発性を 引き 出す運動、 呼吸を整える動き などを行います。

補装具などの支援も 行います。  

 

〇言語聴覚士（ Ｓ Ｔ ）  

 話す・ 聞く ・ 食べる・ 飲み込むこ と に課題がある方に対し て、 言語能力 

や聴覚能力などを回復さ せる支援を 行います。  

言葉が上手に発するこ と のでき ないお子さ んには、 言葉の理解と 表出の促

し 、 発声練習や口の運動、 食事がう まく と れないお子さ んには、 食事を飲み

込みやすい姿勢などの指導、 また、 そのお子さ んにあっ た食事の提供の助言

などを 行います。  

「 理学療法士」 や「 作業療法士」 と 並ぶリ ハビリ の国家資格です。  


